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指定居宅サービスを提供するうえでの留意事項  

３－１．指定居宅サービスの人員・設備・運営に関する基準及び介護報酬について    ・介護サービス情報の公表制度・経営情報データベースについて・・・・・・・・・２   ・ケアプランデータ連携システムについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６   ・大阪府認知症介護基礎研修、認知症介護実践者研修等のご案内・・・・・・・・１１    ・認知症の方の介護サービス事業所における地域での社会参加活動の実施・・・・１３ 
・福祉サービス第三者評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２８  
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３－３．その他の留意事項について 
・大阪府介護テクノロジー導入状況ニーズ調査・・・・・・・・・・・・・・・・５７ 
・介護テクノロジー導入支援事業チラシ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８    ・生産性向上について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５９    ・介護職員による喀痰吸引等を実施する際の注意事項・・・・・・・・・・・・・６１    ・介護保険と障害福祉の適用関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６３    ・高齢者虐待防止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６５    ・安全運転管理者制度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６９    ・利用者の体調急変時における救急要請時のお願い・人生会議・・・・・・・・・７０    ・施設・在宅ケアにおけるカスタマーハラスメントの防止について・・・・・・・７５    ・大阪府介護事業者・従業者向けカスハラ相談窓口チラシ・・・・・・・・・・・７７    ・介護現場におけるハラスメント対策マニュアル及び研修の手引き・・・・・・・７９    ・ハラスメント撲滅関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８０ 
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資料３－１  

指定居宅サービスの人員・設備・運営に 
関する基準及び介護報酬について  
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      介護サービス情報の公表制度について 
介護サービス情報の公表制度とは、介護サービスの利用者やその家族等が適切にサー

ビスを選択できる機会を提供するために、介護サービス事業者から報告があった事業

所・施設の情報を、国がインターネット上で提供する「介護サービス情報公表システム」

において公表する制度です。 

介護保険法第 115条の 35により、介護サービス事業者には報告の義務が課せられて

います。 

 

 

 

 

■ 介護サービス情報の公表対象事業者 
介護サービス情報の公表は、毎年度、大阪府が策定する計画に基づき実施されます。 

報告対象事業者は、自らの責任において適正な報告を行う必要があります。 

【報告対象事業者】 
① 計画に定める基準日前の 1年間において、提供を行った介護サービスの対価として

支払いを受けた金額が 100万円を超える事業者 

② 新規に指定又は許可を受けて介護サービスの提供を開始する事業者 

 

■ 情報公表手数料 
１サービスにつき 2,000円の手数料が必要です。 

大阪市、堺市も同額です。（令和８年４月現在） 

 

■ 公表事務の流れ 
① 秋ごろ（９月から 10月）にかけて順次、大阪府指定情報公表センターから報告対象

事業者に、情報を入力するために必要なＩＤ・パスワードを記載した通知文書、手

数料の払込票等を送付します。 

② 報告対象事業者は、公表システムにログインし、情報を入力し、期限までに報告を
完了します。併せて、送付された払込票により、コンビニで手数料を納付します。 

③ 指定情報公表センターでの手数料の入金及び報告内容の確認が完了すると、公表シ
ステム上で報告内容が公表されます。 

※報告対象事業者には通知文書が送付されますので、届かなかった事業者は報告する必

要はありません。ただし、指定情報公表センターに自ら申請し、手数料を納付するこ

とにより、公表システム上で介護サービス情報を公表することができます。 

ここでは大阪府の取扱いを紹介しています。 
政令指定都市（大阪市、堺市）に所在する事業所、施設については、両市が情報

公表事務の権限を有していますので、取扱いが異なることがあります。 
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詳しくは大阪府のホームページを御覧ください。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kohyo_top/index.html 

 

利用者及びその家族等 
介護サービス情報公表システム  サービス事業所・施設情報の 

閲覧・比較、選択 

大阪府指定情報公表センター 
（民間事業者） 介護サービス事業者 ②情報の入力(報告) 

 
②情報公表手数料の納付 

 

公
表
手
数
料
の
払
込
み 

大阪府 公
表
事
務
の
委
託 

①ＩＤ・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの発行 

③情報の確認・ 
公表 

介護サービス情報の公表の流れ 
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